
　　霧ヶ峰自然環境保全協議会事業推進フレーム（案）

　―　霧ヶ峰みらい協議会　―

１　合意形成のためのベースづくりと事業検討

　　　各団体、各地区の考えが異なる中で合意形成を図るためには、基本的理念の共有が必要

　　まず、

　○　目指すべき霧ヶ峰の姿
　　　　　景観、植生、動物の生息、文化（人と霧ヶ峰の関わり）、利用のあり方等
　○　これらを貫く基本理念

　を共有する。
　　〈平成20年６月までに　構成団体全体のイメージを統一する〉　＊完成品は21年３月

　　　　　　基本理念に立ち返って

　　　　　　合意形成の努力

　目指すべき姿を実現するために取り組むべき事項

　実施主体、実施方法、財源　

２　個別事業の実施

　【短期的推進体制】　＝　当面の推進体制

　　○　事業を霧ヶ峰みらい協議会が全て取り込んでしまうのではなく、各実施主体が事業を実施する
　　　　ことが基本　＝　協議会は連携のコーディネート

　　○　複数の主体により取り組むもので、実行委員会の設置が必要な事業については、協議会本体
　　　　又は部会が実行委員会機能を発揮する。

本格的事業実施の土壌醸成

霧ヶ峰みらい協議会で十分議論を重ねて

　【中長期的な推進体制の整備】

　　　　霧ヶ峰の十分な維持･管理を継続的に行っていくため、本格的な事業推進のためには、
　　　　それを担う団体が必要

　　 《公園管理団体をイメージ》

　　霧ヶ峰の維持･管理や事業実施の推進主体となる団体として
　　　自然公園法第37条の「公園管理団体」をイメージ

　〈公園管理団体の指定を受けられる法人〉　　公益法人、ＮＰＯ法人等

　〈業務〉　・　風景地保護協定等に基づく風景地の管理、保護活動
　　　　　 　・　施設の補修その他の維持管理
　　　　　 　・　資料収集、調査･研究、情報提供等

※　関係自治体の「景観形成基本計画」等との整合にも留意

　長　期　展　望

霧ヶ峰みらい協議会と
車の両輪として推進


